
〔評価手順の一例〕 

①利用するレセプトの抽出 

○ 利用するレセプトは、生活習慣病に関係する病名により抽出（ 別紙２ ）。 

○ レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾う。さらに、

生活習慣病に関係する病名が主傷病か副傷病かを分類するため、主傷病が分か

るようにデータを抽出する。 

○ 将来的にレセプトがオンライン化されれば電子データからの変換が可能と

なるが、それまでは、健診データにレセプト病名コードを追加することにより

対応する。 

○ 病名コードは、ICD 分類に基づくものとする。 

 

②集団の疾患特徴の把握 

（高額レセプト、長期レセプト、重複疾病の抽出による突合分析） 

○ 高額なレセプト（例：１ヶ月２００万円以上など）を分析することにより、

どのような疾患が高額になっているかを調べ、どの疾患の予防を優先的な保健

指導の対象とするか考える（ 様式１－1、２ ）。 

○ 高額なレセプトだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医療

費が高額になる疾患についても調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導の対

象とするかについても考える（ 様式２－１～３ ）。 

○ 被保険者集団の特徴や健康課題を把握するため、複数の生活習慣病の罹患状

況を調べ、糖尿病、高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、脳卒中、人工透析を

要する慢性腎不全等の疾病毎に分析を行う（ 様式３－１～７ ）。 

○ 全国又は都道府県のデータと比較することにより、被保険者集団の疾患分布

等の特徴を把握するための資料を収集・作成する（ 様式４－１～６ ）。 

○ 健診・保健指導の効果を評価するため、レセプト分析により、保健指導によ

る重症化予防、合併症予防の成果を確認する（ 様式５－１～１４ ）。 

 

③集団の健康状況の把握（健診・保健指導結果による経年的なアウトカム評価） 

○ 被保険者集団全体の健康状況を把握するため、健診有所見者状況、内臓脂肪

症候群（メタボリックシンドローム）のリスクの重複状況、健診受診率、支援

別保健指導実施率等の健診・保健指導実施結果の特徴を、経年的データを用い

て分析する（ 様式６―１～１１ ）。 

 

④健診・保健指導の総合的評価に関するデータ 

○ 健診・保健指導の評価を行う上では、内臓脂肪症候群、糖尿病等の生活習慣

病の増減等を評価する必要がある（ 様式７ ）。 

○ 毎年の健診・保健指導事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者・予備

群への移行者数の減少以外にも、補足的な評価項目が必要である。 
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